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【介護予防訪問介護】 

 
○ 提供時間 

（答） 

介護予防訪問介護のサービス提供時間は、予め介護予防支援事業者によ

る適切なアセスメントにより作成された介護予防サービス計画に設定され

た生活機能向上に係る目標を踏まえ、必要な程度の量を介護予防訪問介護

計画に位置づけられるものであり、今回の改定において変更はない。 
なお、サービス提供時間に一律に上限を設けることや、利用者の生活機

能の改善状況にかかわらず同じ量のサービスを継続して行うことは不適切

であり、利用者が有する能力の発揮を阻害することのないよう留意された

い。また、サービスの必要な量や内容の変更にあたっては、介護予防支援

事業者と十分な連携を図り、介護予防サービス計画との整合性を図る必要

がある。  

 
○ 同月中に介護予防短期入所生活介護と介護予防訪問介護を利用した場合

の報酬算定 

問 123 同月中に、介護予防短期入所生活介護（注１）と介護予防訪問介護（注

２）を利用した場合、月ごとの定額報酬である介護予防訪問介護費はどの

ように算定するのか。 

（答） 
介護予防短期入所生活介護の利用日数を暦日から減じて得た日数に応じ

て日割りで算定する。 
（例） 要支援２の利用者が、８月に短期入所生活介護を７日利用し、同月

中に介護予防訪問介護を利用した場合の算定 
 
   要支援２の基本サービス費×（２４／３０.４）日 
 

（注１）介護予防短期入所療養介護も同様。 
  （注２）介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションも同様。 
 
※ 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関する Q&A（平成 21

年 4 月 21 日）問２１は削除する。 
  

問 122 訪問介護では、時間区分の見直しが行われたが、介護予防訪問介護の

サービス提供時間に変更はあるのか。 


